
議案第48号 

職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例案 

職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を、次のように制定する。 

令和４年９月13日提出 

守口市長 西  端  勝  樹

記 

（議 48 （ 1 ）



職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

職員の退職手当に関する条例（昭和38年守口市条例第27号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 前 改 正 後 

第１条 略 第１条 略 

（退職手当の支給） （退職手当の支給） 

第２条 略 第２条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務

時間以上勤務した日（法令又は条例若しくはこれに基づく

規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与え

られた日を含む。）が18日以上ある月が引き続いて12月を超

えるに至つたもので、その超えるに至つた日以後引き続き

当該勤務時間により勤務することとされているものは、職

員とみなして、この条例（第４条中11年以上25年未満の期

間勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による

退職に係る部分以外の部分並びに第５条中公務上の傷病又

は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の

通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分

以外の部分を除く。）の規定を適用する。ただし、地方公務

員法第22条の２第１項第１号に掲げる職員については、こ

３ 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務

時間以上勤務した日（法令又は条例若しくはこれに基づく

規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与え

られた日を含む。）が18日（１月間の日数（守口市の休日を

定める条例（平成３年守口市条例第１号）第２条第１項各

号に掲げる日の日数は、算入しない。）が20日に満たない日

数の場合にあっては、18日から20日と当該日数との差に相

当する日数を減じた日数）以上ある月が引き続いて12月を

超えるに至つたもので、その超えるに至つた日以後引き続

き当該勤務時間により勤務することとされているものは、

職員とみなして、この条例（第４条中11年以上25年未満の

期間勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡によ

る退職に係る部分以外の部分並びに第５条中公務上の傷病
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の限りでない。 又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者

の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部

分以外の部分を除く。）の規定を適用する。ただし、地方公

務員法第22条の２第１項第１号に掲げる職員については、

この限りでない。 

以下 略 以下 略 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年 10月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第２条第３項の規定は、令和４年10月１日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算につ

いて適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。 

（議 48 （ 3 ）
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